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２
０
２
３
年
度
の
優
遇
施
策

で
、
Ｚ
Ｅ
Ｈ
に
対
し
て
は
複
数

の
補
助
制
度
が
展
開
さ
れ
る
。

国
土
交
通
省
は
子
育
て
世

帯
・
若
者
夫
婦
世
帯
に
よ
る
Ｚ

Ｅ
Ｈ
レ
ベ
ル
の
新
築
住
宅
の
取

得
を
支
援
す
る
こ
ど
も
エ
コ
住

ま
い
支
援
事
業
を
実
施
。「
強

化
外
皮
基
準
か
つ
再
エ
ネ
を
除

く
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
▲

20
％
」
に
適
合
す
る
住
宅
に
対

し
１
住
戸
に
つ
き
１
０
０
万
円

を
補
助
す
る
（
図
１
）。

ま
た
、
国
土
交
通
省
は
中
小

工
務
店
に
よ
る
Ｚ
Ｅ
Ｈ
等
の
整

備
へ
の
支
援
と
し
て
地
域
型
住

宅
グ
リ
ー
ン
化
事
業
を
継
続
し

て
実
施
す
る
。
同
事
業
は
、
資

材
供
給
、
設
計
、
施
工
な
ど
の

連
携
体
制
を
構
築
し
、
省
エ
ネ

性
能
に
優
れ
た
Ｚ
Ｅ
Ｈ
な
ど
の

木
造
住
宅
の
整
備
な
ど
に
対
し

て
支
援
を
行
う
も
の
で
、
補
助

限
度
額
は
認
定
長
期
優
良
住

宅
、
Ｚ
Ｅ
Ｈ
と
Ｎ
ｅ
ａ
ｒ
ｌ
ｙ 

Ｚ
Ｅ
Ｈ
は
１
４
０
万
円
／
戸
な

ど
と
な
っ
て
い
る
（
図
２
）。

環
境
省
、
経
済
産
業
省
、
国

土
交
通
省
は
３
省
連
携
に
よ
る

戸
建
住
宅
ネ
ッ
ト
・
ゼ
ロ
・
エ

ネ
ル
ギ
ー
・
ハ
ウ
ス
（
Ｚ
Ｅ

Ｈ
）
化
等
支
援
事
業
を
実
施
す

る
。
戸
建
住
宅
の
Ｚ
Ｅ
Ｈ
化
注

文
住
宅
・
建
売
住
宅
に
つ
い
て

は
、
Ｚ
Ｅ
Ｈ
の
交
付
要
件
を
満

た
す
新
築
住
宅
に
対
し
て
定
額

補
助
55
万
円
／
戸
、
Ｚ
Ｅ
Ｈ
以

上
の
省
エ
ネ
性
能
を
持
つ
Ｚ
Ｅ

Ｈ
＋
の
戸
建
住
宅
に
対
し
て
は

１
０
０
万
円
／
戸
を
補
助
す

る
。Ｚ

Ｅ
Ｈ
の
“
そ
の
先
”
を
見

据
え
た
補
助
事
業
も
実
施
す

る
。
国
土
交
通
省
は
、
ラ
イ
フ

２
０
２
３
年
度
の
省
エ
ネ
住
宅
の
優
遇
施
策
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。脱
炭
素
化
の
実
現
へ
向
け
、家
庭
部
門
の
Ｃ
Ｏ
２
排

出
抑
制
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
な
か
で
、省
エ
ネ
住
宅
に
対
す
る
優
遇
施
策
は
か
つ
て
な
い
と
言
え
る
ほ
ど

手
厚
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。一
歩
上
の
Ｚ
Ｅ
Ｈ
レ
ベ
ル
の
実
現
、先
行
す
る
事
業
者
に
は
さ
ら
に
上
の
レ
ベ
ル
を
、

と
い
っ
た
動
き
を
支
援
す
る
制
度
が
目
白
押
し
だ
。
こ
こ
で
は
、２
０
２
３
年
度
に
行
わ
れ
る
予
定
の
省
エ
ネ
住
宅

に
対
す
る
主
な
補
助
制
度
を
紹
介
す
る
。

ワ
ン
ラ
ン
ク
上
の
省
エ
ネ
性
能
向
上
の
実
現
へ

充
実
す
る
省
エ
ネ
住
宅
の
優
遇
施
策

T O P I C S

【フラット35】の新築住宅、 
4月から省エネ基準適合が要件化
（独）住宅金融支援機構
【フラット35】のすべての新築住宅で、2023年4月以降の設計検査申請分か
ら現行の省エネ基準への適合が要件化された。2025年度からの省エネ基
準適合義務化に先立ち行われるもの。新築住宅で【フラット35】を利用する
場合は、現行の省エネ基準への適合が必須となる。
https://www.flat35.com/business/standard/energy.html

省エネ基準・誘導基準の 
仕様基準のガイドブックをWebに公開
国土交通省
省エネ基準と誘導基準の仕様基準のガイドブックを作成し、Webで公開し
た。仕様基準は、省エネ計算を行わずに、断熱材の種類や厚さ等の仕様で
省エネ基準や誘導基準の適否を確認できる基準。ガイドブックは、木造戸
建住宅（8地域は木造・RC造戸建住宅）を対象に、省エネ基準と誘導基準の
2つに分けて、それぞれの仕様基準を簡単に確認する方法を説明している。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.html#cont1

サ
イ
ク
ル
全
体
（
建
築
か
ら
解

体
・
再
利
用
ま
で
）
を
通
じ
た

Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
を
マ
イ
ナ
ス
と

す
る
Ｌ
Ｃ
Ｃ
Ｍ
住
宅
に
対
し
補

助
を
行
う
Ｌ
Ｃ
Ｃ
Ｍ
住
宅
整
備

へ
の
支
援
を
行
う
。
強
化
外
皮

基
準
（
Ｚ
Ｅ
Ｈ
水
準
の
断
熱
性

能
）
を
満
た
し
、
一
次
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
量
が
省
エ
ネ
基
準
値

か
ら
25
％
削
減
さ
れ
て
い
る
こ

と
な
ど
、
要
件
を
満
た
し
た
住

宅
に
対
し
、
設
計
費
と
補
助
対

象
工
事
の
掛
か
り
増
し
費
用
の

１
／
２
を
補
助
す
る
。
限
度
額

は
戸
建
住
宅
で
１
４
０
万
円
／

戸
だ
。

省
エ
ネ
リ
フ
ォ
ー
ム
を 

３
省
連
携
で
促
進

２
０
２
３
年
度
の
優
遇
施
策

で
例
年
以
上
に
手
厚
い
の
が
リ

フ
ォ
ー
ム
へ
の
支
援
で
あ
る
。

脱炭素化を加速

ま
ず
、
そ
の
目

玉
と
言
え
る
の

が
、
こ
ど
も
エ
コ

住
ま
い
支
援
事

業
（
国
土
交
通

省
）、
一
定
の
基

準
を
満
た
す
高
断

熱
窓
の
設
置
に
対

し
て
補
助
を
行
う

先
進
的
窓
リ
ノ
ベ

事
業
（
経
済
産
業

省
）、エ
ネ
フ
ァ
ー

ム
や
ハ
イ
ブ
リ
ッ

ド
給
湯
器
な
ど
の

高
効
率
給
湯
器
を

補
助
す
る
高
効
率

給
湯
器
導
入
促
進

に
よ
る
家
庭
部
門

の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

推
進
事
業
費
補
助

金
（
給
湯
省
エ
ネ

事
業
）（
経
済
産
業

省
）
と
い
う
３
つ
の
補
助
事
業

の
総
称
と
し
て
展
開
す
る
住
宅

省
エ
ネ
２
０
２
３
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
だ
（
図
３
）。

家
庭
部
門
の
省
エ
ネ
を
強
力

に
推
進
す
る
た
め
、
国
土
交
通

省
、
経
済
産
業
省
、
環
境
省
の

３
省
が
連
携
し
、
住
宅
の
省
エ

ネ
リ
フ
ォ
ー
ム
を
支
援
す
る
取

り
組
み
で
あ
る
。
専
用
の
Ｗ
ｅ

ｂ
ペ
ー
ジ
（https://jutaku-

shoene2023.mlit.go.jp/

）
を

設
け
、
情
報
を
集
約
し
て
い
る

ほ
か
、
３
事
業
を
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
で
申
請
で
き
る
よ
う
に
し

た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
補
助
事
業
の

併
用
も
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

良
質
な
住
宅
ス
ト
ッ
ク
の
形

成
な
ど
に
資
す
る
リ
フ
ォ
ー
ム

へ
の
支
援
と
し
て
は
、
長
期
優

良
住
宅
化
リ
フ
ォ
ー
ム
推
進
事

業
を
継
続
し
て
実
施
す
る
。
同

制
度
は
、
①
イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ

ン
を
実
施
し
、
維
持
保
全
計

画
・
履
歴
を
作
成
す
る
こ
と
、

地域型住宅グリーン化事業
地域型住宅の整備

補助対象と補助限度額

認定長期優良住宅
140万円/戸 等

ZEH、Nearly ZEH
認定低炭素住宅

125万円/戸 等
ZEH Oriented

加算措置

① 地域材加算w 30万円
② 地域住文化加算 20万円
③ 三世代同居/若者・子育て世帯加算 30万円
④ バリアフリー加算 30万円

子育て世帯・若者夫婦世帯による住宅の新築住宅
対象住宅 補助額

○ZEH住宅
（強化外皮基準かつ再エネを除く一次エネルギー消費量▲20％に適合するもの）
※対象となる住宅の延べ面積は、50㎡以上とする。
※土砂災害特別警戒区域における住宅は原則除外とする。
※�「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外」かつ「災害レッドゾーン（災害危険区域、地す
べり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域又は浸水被害防止区域）内」
で建設されたもののうち、3戸以上の開発又は1戸若しくは2戸で規模1000㎡超の開発に
よるもので、都市再生特別措置法に基づき立地を適正なものとするために行われた市町
村長の勧告に従わなかった旨の公表に係る住宅は除外とする。

100万円／戸

図1 こどもエコ住まい支援事業の新築の概要

図2 地域型住宅グリーン化事業の補助対象と補助限度額

図3 住宅省エネ2023キャンペーンの概要
対象

工事内容 補助対象 補助額

①省エネ
    改修

1）高断熱窓の設置※1,3

高性能の断熱窓
（熱貫流率（Uw 値）1.9以下等、
建材トップランナー制度2030
年目標水準値を超えるもの等、
一定の基準を満たすもの）

リフォーム工事内容に
応じて定める額

（補助率1/2相当等）
上限200万円/戸

2）高効率給湯器の設置※2,3
高効率給湯器

（(a)家庭用燃料電池、(b)ヒー
ト ポ ン プ 給湯機、(c) ハ イ ブ
リッド給湯機）

定額
(a)15万、(b)(c)5万円

3）開口部・躯体等の
    省エネ改修工事※4

開口部・躯体等の一定の
断熱改修、エコ住宅設備

（節湯水栓、高断熱浴槽等）の
設置

リフォーム工事内容に
応じて定める額

上限30万円／戸＊
＊ 子育て世帯・若者夫婦世帯は、

上限45万円 / 戸（既存住宅購
入を伴う場合は60万円/戸）

＊ 安心R住宅の購入を伴う場合
は、上限45万円/戸

②その他のリフォーム工事※4

（①1）～3）のいずれかの工事を行った場合
に限る）

住宅の子育て対応改修、
バリアフリー改修、空気
清浄機能・換気機能付き
エアコン設置工事等

※1�住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業等（経済産業省・環境省）による支援
※2�高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金（経済産業省）による支援
※3��補正予算案閣議決定日（令和4年11月8日）以降に契約を締結し、事業者登録後（こどもみらい住宅支援事業の登録事業
者は、※1又は※2の事業の事務局開設日（令和4年12月16日）（開設日以降に登録申請した場合は、その申請の日）以降）
に着工したものに限る。

※4��こどもエコすまい支援事業（国土交通省）による支援。補正予算案閣議決定日（令和4年11月8日）以降にリフォーム工
事に着手したものに限る（交付申請までに事業者登録が必要）。

②
工
事
後
に
耐
震
性
と
劣
化
対

策
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
が
確
保

さ
れ
る
こ
と
、
と
い
う
２
つ
の

要
件
を
満
た
す
リ
フ
ォ
ー
ム
に

対
し
て
補
助
を
行
う
も
の
。
補

助
率
は
１
／
３
、
補
助
限
度
額

は
１
０
０
万
円
／
戸
だ
が
、
長

期
優
良
住
宅
（
増
改
築
）
認
定

を
取
得
す
る
場
合
は
２
０
０
万

円
／
戸
と
な
る
。
そ
の
他
、
要

件
に
よ
り
加
算
も
あ
る
。

そ
の
ほ
か
、
リ
フ
ォ
ー
ム
に

対
す
る
支
援
で
は
、
国
土
交
通

省
が
、
Ｚ
Ｅ
Ｈ
レ
ベ
ル
の
高
い

省
エ
ネ
性
能
へ
改
修
す
る
取
組

に
対
し
て
、
支
援
を
行
う
住
宅

エ
コ
リ
フ
ォ
ー
ム
推
進
事
業
も

あ
る
。
補
助
限
度
額
は
戸
当
た

り
35
万
円
。経
済
産
業
省
は
、省

エ
ネ
改
修
の
促
進
が
期
待
さ
れ

る
工
期
短
縮
可
能
な
高
性
能
断

熱
材
な
ど
の
導
入
に
対
し
補
助

を
行
う
次
世
代
省
エ
ネ
建
材
の

実
証
支
援
を
予
定
し
て
い
る
。
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